
 

○東根市特別支援学校等通学支援事業実施要綱 

平成26年10月１日告示第67号 

東根市特別支援学校等通学支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第77条第３項の規定に基づき、市が指定する特別支援学校の小学部、中学

部及び高等部並びに市内小学校及び中学校に設置した特別支援学級（以下「特別支援学校等」

という。）に在籍する児童及び生徒（以下「児童等」という。）の通学のために送迎を行う

保護者に対し、通学に係る支援を実施することで、送迎に係る保護者の負担軽減を図ること

を目的とする。 

（事業の実施方法） 

第２条 この事業は、市がタクシー事業者に特別支援学校等への通学に係る車両運行業務を委

託し、実施するものとする。 

（支援の対象者） 

第３条 支援の対象者は、市内に住所を有し、市内から特別支援学校等に通学する当該特別支

援学校等に在籍する児童等の保護者とする。ただし、車両による通学において、児童等のみ

で通学できることを条件とする。 

（支援の対象区間及び利用方法） 

第４条 支援の対象となる区間は、別表に定める市が指定する集合及び離散場所（以下「集散

場所」という。）から児童等が在籍する特別支援学校等までとし、その利用方法は、３名以

下の児童等による乗合とする。 

（利用の申請及び決定） 

第５条 支援を受けようとする保護者は（以下「申請者」という。）は、東根市特別支援学校

等通学支援事業利用申請書（様式第１号）に通学計画書（様式第２号）その他必要となる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する利用申請があった場合は、その内容を審査したうえで利用の可否

について決定するものとする。 

３ 市長は、前項により利用の可否を決定した場合は、申請者に対し、東根市特別支援学校等

通学支援事業利用決定通知書（様式第３号）により通知しなければならない。 

（利用の変更及び中止） 



 

第６条 前条の規定に基づき利用の決定を受けた申請者（以下「利用者」という。）は、通学

計画書に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に対し、東根市特別支援学校等通学支援事業

利用変更届（様式第４号）を提出し、承認を受けなければならない。 

２ 利用者が利用を中止する場合は、あらかじめ市長に対し、東根市特別支援学校等通学支援

事業利用中止届（様式第５号）を提出し、承認を受けなければならない。 

（利用者負担金の請求及び支払） 

第７条 市長は、別表に掲げる特別支援学校等ごとに定められた片道１回当たりの料金に各月

における利用回数を乗じた額を利用者負担金（以下「負担金」という。）として、利用者に

請求するものとする。 

２ 利用者は、前項の規定に基づく請求があったときは、当該請求のあった月の末日までに支

払わなければならない。ただし、生活困窮等の理由により負担金の支払いが著しく困難であ

ると市長が認める場合は、この限りでない。 

（委託料の支払方法） 

第８条 この事業の委託を受けたタクシー事業者は、各月における運行に要した費用の合計額

を運行を行った月の翌月10日までに、東根市特別支援学校等通学支援事業実績記録票（様式

第６号）を添えて、市長に請求するものとする。 

（利用の取消及び負担金の追加請求） 

第９条 市長は、利用の決定を行った後に利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利

用者に対し利用決定の取消しを行うことができるものとする。 

(１) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。 

(２) 第３条に規定する支援の対象者でないことが判明したとき。 

２ 市長は、前項に規定する取消しを行った場合は、不正に利用した運行に係る費用相当分の

額を追加して、当該利用者に請求することができる。 

３ 前項の規定に基づく追加請求を受けた利用者は、遅滞なくこれを支払わなければならない。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 



 

別表（第４条、第 7 条関係） 

 

【 集合及び離散場所 】 

 

① 各地域公民館（東根、東郷、高崎、神町、大富、小田島、長瀞） 

② 市内にある東日本旅客鉄道株式会社の駅（さくらんぼ東根駅、東根駅、神町駅） 

③ 市内公共施設（タントクルセンター） 

④ その他市長が認めた場所 

 

【 片道料金（１回） 】 

 

市が指定する特別支援学校名 片道料金（１回） 

山形県立楯岡特別支援学校 380 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 



 

様式第２号（第５条関係） 

 



 

様式第３号（第５条関係） 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第６条関係） 

 



 

様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 



 

様式第６号（第８条関係） 

 


